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決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�
決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�

第
２
回
合
併
協
議
会
（
２
頁
参
照
）
で
決
定
し
た

合
併
協
定
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

園
部
町･

八
木
町･
日
吉
町･

美
山
町
を
廃
し
、
そ
の

区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を
設
置
す
る
新
設
（
対

等
）
合
併
と
す
る
。�

合
併
の
方
式
に
関
す
る
こ
と
�

平
成
17
年
度
　
第
3
四
半
期
以
降
の
出
き
る
だ
け
早
い

時
期
（
具
体
的
な
期
日
に
つ
い
て
は
継
続
協
議
）�

合
併
の
期
日
に
関
す
る
こ
と
�

新
市
の
名
称
候
補
を
公
募
し
、
協
議
会
で
決
定
す
る
。

（
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
選
定
基
準
は
継
続
協
議
）�

新
市
の
名
称
に
関
す
る
こ
と
�

【
保
育
所
給
食
】�

現
行
の
ま
ま
存
続
す
る
。
入
所
児
へ
の
食
育
を
進
め

る
意
味
か
ら
も
、
保
育
所
で
の
調
理
を
継
続
す
る
。�

�

保
育
所
の
取
扱
い（
そ
の
1
）
�

【
市
長
資
産
公
開
】�

　
関
連
条
例
を
定
め
て
、
公
開
す
る
。�

情
報
公
開
の
取
扱
い（
そ
の
1
）
�

【
介
護
保
険
料
】�

保
険
料
は
、
統
一
が
望
ま
し
い
が
、
各
町
の
サ

ー
ビ
ス
水
準
が
異
な
る
現
状
を
鑑
み
、
当
面
、

現
行
の
ま
ま
と
し
、
基
盤
整
備
が
整
い
、
一
定

の
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
均
衡
が
図
ら
れ
た
中
で
、

統
一
を
行
う
。�

�【
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
】�

〈
管
内
事
業
所
数
及
び
施
設
数
〉�

一
部
の
町
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
区
分
に
よ

っ
て
、
利
用
者
の
希
望
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
供

給
量
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
状
況
が
見

ら
れ
る
。
保
険
料
設
定
の
仕
方
や
事
業
計
画
の

見
直
し
等
も
関
連
す
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
条

件
の
均
衡
を
図
る
た
め
の
体
制
整
備
が
必
要
で

あ
る
。�

�

介
護
保
険
の
取
扱
い  
※
一
部
抜
粋
�

会
議
資
料
は
閲
覧
で
き
ま
す�

　
協
議
会
、
小
委
員
会
で
の
配
布
資
料
に
つ
い
て

は
、
協
議
会
及
び
小
委
員
会
当
日
に
、
傍
聴
人
に

対
す
る
閲
覧
用
資
料
と
し
て
一
部
準
備
し
ま
す
。�

　
ま
た
、
各
町
役
場
に
お
い
て
も
、
協
議
会
及
び

小
委
員
会
の
開
催
日
の
翌
日
か
ら
、
閲
覧
・
コ
ピ

ー
（
有
料
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

　
な
お
、
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、

速
や
か
に
掲
載
す
る
予
定
に
し
て
い
ま
す
。�

【
小
学
校
の
設
置
状
況
】�

現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行
す
る
。
た
だ
し
、
今
後
の

児
童
数
の
動
向
を
踏
ま
え
、
各
学
校
の
適
正
規
模
、

適
正
配
置
の
検
討
を
行
う
。�

【
中
学
校
の
設
置
状
況
】�

現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行
す
る
。�

�

小
中
学
校
、
幼
稚
園
の
�

通
学
区
域
等
の
取
扱
い（
そ
の
１
）
�

【
就
学
奨
励
補
助
金
】�

〈
要
保
護
・
準
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
、
特
殊
教
育
奨
励

費
補
助
〉�

一
元
化
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。
4
町
と
も
実
施

し
て
い
る
補
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
内
容
と
補
助
額

（
率
）
を
統
一
し
て
新
市
に
継
承
す
る
。
そ
の
他
の

補
助
に
つ
い
て
は
、
内
容
を
精
査
し
、
一
元
化
を
図

り
新
市
に
継
承
す
る
。�

〈
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
補
助
〉�

一
元
化
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。
学
校
の
管
理
下

で
発
生
し
た
児
童
生
徒
等
の
不
慮
の
災
害
に
備
え
る

本
制
度
の
趣
旨
や
一
定
額
以
下
が
免
責
さ
れ
る
関
係

上
、
ま
た
義
務
教
育
無
償
の
観
点
か
ら
全
額
補
助
を

行
う
。�

〈
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
補
助
〉�

一
元
化
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。
現
行
補
助
制
度

を
残
し
、
一
部
保
護
者
負
担
と
し
て
、
１
／
２
相
当

額
の
補
助
を
行
う
。�

〈
遠
距
離
通
学
補
助
〉�

学
校
教
育
の
取
扱
い（
そ
の
１
）
�

�

一
部
が
決
定
し
た
主
な
合
併
協
定
項
目�

一
部
が
決
定
し
た
主
な
合
併
協
定
項
目�

第
２
回
合
併
協
議
会
で
一
部
の
み
が
決
定
し
た
主

な
合
併
協
定
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。�
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決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�

【
農
業
振
興
関
連
事
業
】�

〈
町
単
独
事
業
（
農
地
保
全
・
園
芸
振
興
・
担
い
手
育
成
・

そ
の
他
等
）〉�

新
市
に
お
い
て
も
、
地
域
事
情
や
財
政
状
況
を
総
合

的
に
勘
案
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
実
施
す
る
。�

�

農
林
水
産
事
業
の
取
扱
い
�

（
そ
の
１
）
①
農
業
の
取
扱
い
�

【
金
融
対
策
】�

〈
利
子
補
給
制
度
〉�

利
子
補
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
新
市
へ
移
行
後
、
速

や
か
に
調
整
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
前
の
各
町
の
制

度
に
よ
り
決
定
し
た
利
子
補
給
に
つ
い
て
は
、
補
給

期
間
の
終
了
ま
で
新
市
に
引
き
継
ぐ
。�

商
工
観
光
事
業
の
取
扱
い
�

（
そ
の
１
）　
①
商
工
業
の
取
扱
い
�

基
本
的
に
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
新
市
の
組
織
に
合
わ
せ

保
有
台
数
を
減
数
す
る
。�

�

① 

公
用
車
の
取
扱
い
�

新
市
に
移
行
後
、
調
整
す
る
。
バ
ス
利
用
の
補
助
制

度
は
残
し
、
現
町
営
バ
ス
や
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
と

も
係
わ
り
が
生
じ
る
の
で
、
補
助
内
容
に
つ
い
て
は

新
市
で
別
途
協
議
し
調
整
す
る
。
遠
距
離
自
転
車
通

学
者
補
助
に
つ
い
て
も
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承

す
る
。�
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21

合併の方式に関すること�

合併の期日に関すること�

新市の名称に関すること�

新市事務所の位置に関すること�

財産及び債務の取扱いに関すること�

議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること�

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること�

地方税の取扱いに関すること�

一般職の職員の身分の取扱いに関すること�

特別職等の身分の取扱いに関すること�

条例、規則等の取扱いに関すること�

事務機構及び組織の取扱いに関すること�

一部事務組合等の取扱いに関すること�

使用料及び手数料等の取扱いに関すること�

公共的団体等の取扱いに関すること�

各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること�

町、字の区域及び名称の取扱いに関すること�

町の慣行の取扱いに関すること�

各種事務事業の取扱いに関すること�

自治会、行政連絡機構の取扱い�

情報公開の取扱い�

男女共同参画の取扱い�

人権啓発の取扱い�

広聴広報の取扱い�

消防団の取扱い�

防災関係の取扱い�

姉妹都市等の取扱い�

電算システムの取扱い�

納税関係の取扱い�

国民健康保険の取扱い�

保育所の取扱い�

環境事務の取扱い�

塵芥処理の取扱い�

保健衛生の取扱い�

各種社会福祉事業等の取扱い�

介護保険の取扱い�

病院、診療所の取扱い�

小中学校、幼稚園の通学区域等の取扱い�

学校教育の取扱い�

学校給食の取扱い�

社会教育の取扱い�

都市計画の取扱い�

建設関係事業の取扱い�

公営住宅の取扱い�

上水道等の取扱い�

下水道等の取扱い�

農林水産事業の取扱い�

商工観光事業の取扱い�

新市建設計画に関すること�

その他必要な事項に関すること�
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番号� 合併協定項目� 小委員会� 協議会�

合併協定項目協議状況一覧�

一
部
が
決
定
し
た
主
な
合
併
協
定
項
目�

H16.6.8現在�


